
平成２９年設楽町告示第３号 

 

設楽町簡易水道事業における宅地内漏水に係る水道料金減免要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、設楽町簡易水道事業給水条例（平成17年設楽町条例第170号。以

下「条例」という。）第32条の規定に基づき、給水装置からの宅地内漏水（以下「漏

水」という。）に係る水道料金の減免について、必要な事項を定める。 

（適用範囲） 

第２条 漏水に係る水道料金の減免の適用範囲は、条例第20条に規定する水道使用者

等（以下「使用者等」という。）の善良な管理にもかかわらず、発見できなかった漏

水又は受水槽の破損等による漏水に限り、当該漏水を含む計量月分のうち１回分のみ

を減免の対象として適用する。ただし、漏水修理が困難な箇所又は漏水箇所の修理完

了までに相当の日数が必要であると認める場合には、当該漏水を含む計量月分のうち

２回分までを対象とすることができる。 

（漏水量等の算出） 

第３条 減免の対象となる漏水した水量（以下「漏水量」という。）は、漏水量から次

項に定める平均水量を減じて得た量とする。 

２ 平均水量は、当該計算月分の前３回までの使用水量を平均して得た量（１m3未満

の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。）とする。 

３ 前項の規定による平均水量の算出が困難な場合にあっては、次の各号に定める水量

のいずれかを平均水量とする。 

（１）当該水量月分の前年同月の使用水量 

（２）次回計量月の使用水量 

（３）次回計量月の定例日まで20日以上ある場合は、修理後10日以上使用した水量 

を日割り計算し、これに認定すべき使用日数を乗じて得た水量 

（料金の減免） 

第４条 漏水に係る減免後の料金は、次に掲げる水量（１m3未満に端数が生じた場合

はその端数を切り捨てるものとする。）を減じて算出した料金とする。 

（１）漏水量が平均水量の２倍以下の場合は、漏水量の２分の１ 

（２）漏水量が平均水量の２倍を超え４倍以下の場合は、漏水量の３分の２ 

（３）漏水量が平均水量の４倍を超え６倍以下の場合は、漏水量の４分の３ 

（４）漏水量が平均水量の６倍を超える場合は、漏水量の５分の４ 

（５）メーター結合部からの漏水については全漏水量 

（減免申請） 

第５条 漏水による水道料金の減免を受けようとする者は、水道料金減免申請書（様式

第１）及びその他必要とする書類を町長に提出しなければならない。なお、設楽町指

定給水装置工事事業者が発行する漏水修理完了書又は領収書等により、漏水修理が確

認できる場合又は実地（現地）調査において漏水修理が確認できる場合には、水道料

金減免申請書における漏水修理内容等欄中の修理者氏名印を省略することができる。 



２ 第２条ただし書きによる水道料金の減免を受けようとする使用者等については、水

道料金減免申請書とともに、漏水修理遅延理由書（様式第２）及びその他必要とする

書類を町長に提出しなければならない。 

（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、漏水に係る水道料金の減免に関し必要な事項は、

町長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

 



様式第１（第５条関係） 

 

水道料金減免申請書 

 

年  月  日 

設楽町長       殿 

 

お客様番号 

住 所  

氏 名              印 

電話番号 

 

 

私が使用している給水装置（給水管）で漏水事故が発生し、発見するまでに多量の水

道水が流出しました。 

平素から給水装置（給水管）の維持管理については、十分注意していますが、今回の

漏水を発見することができませんでした。今後は、このようなことがないように適正な

給水装置の維持管理に努めることを確約し、当該計量月分水道料金の減免を申請します。 

 

〔漏水修理内容等〕 

修理完了日 年   月   日 

漏 水 箇 所 地中配管 ・ 受水槽 ・ 内線器具 ・ 凍結 ・ その他 

修 理 内 容  

修 理 者 名 

住 所  

氏 名                   印 

 

〔減免決定後の還付金振込先〕 

金融機関名 
銀行     本店 

農協 

金庫     支店 
種 類 普通 ・ 当座 

（フリガナ） 

口座名義 
 口座番号  

 



様式第２（第５条関係） 

 

漏水修理遅延理由書 

 

年  月  日 

設楽町長      殿 

お客様番号 

住 所  

氏 名            印 

電話番号 

 

 私が使用している給水装置（給水管）で漏水事故が発生し、早速修理を設楽町指定給

水装置工事事業者に依頼しましたが、下記の理由により、修理完了までに長期間を要し

ました。 

 

〔漏水修理内容等〕 

修理依頼日 年   月   日 

修理開始日 年   月   日 

修理完了日 年   月   日 

漏 水 箇 所 地中配管 ・ 受水槽 ・ 内線器具 ・ 凍結 ・ その他 

修理完了まで

に長期間を要

した理由 

 

修 理 者 名 

住 所  

氏 名                   印 

水 道 担 当 

確 認 者 
                印 

備考 

（添付書類） 
 

 

 


